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岩国市地域ささえ愛交付金 

申請の手引き 

 

令和５年４月１日～ 

 

 

 

 本市のまちづくりの基本理念の一つである「参加と協働による個性あるまちづくり」を

推進し、もって支え合いと活気のある地域社会の実現に資するため、地域における問題及

び課題を見いだし、地域で解決する活動を行う地域ささえ愛協議会を支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域づくり推進課 ☎２９－５０１５ 

周東総合支所 玖珂支所 ☎８２－２５１１ 

由宇総合支所 地域振興課 ☎６３－１１１１ 

錦総合支所 地域振興課 ☎７２－２１１０ 

周東総合支所 地域振興課 ☎８４－１１１１ 

錦総合支所 美川支所 ☎７６－０３２９ 

美和総合支所 地域振興課 ☎９６－１１１１ 

美和総合支所 本郷支所 ☎７５－２３１１ 
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地域ささえ愛交付金は、 

地域ささえ愛協議会が実施する 

公益的な事業に対して、 

対象経費の９割以内を交付するものです。 

対象とする事業は、新規事業や 

新たな企画を加えることで、 

事業が拡充、又は、 

改善される既存事業とします。 

 

本市のまちづくりの基本理念の一つである 

「参加と協働による個性あるまちづくり」を推進し、 

支え合いと活気のある地域社会の実現を目指しましょう。 

 

 

 

                        岩国市市民協働部 地域づくり推進課 地域づくり推進班 
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１．地域ささえ愛交付金の概要 

 

(1) 目的 

様々な地域の課題に対し、解決の方向性を地域住民自らが考えるきっかけをつくり、

地域づくりを行う多様な担い手の育成及び地域活動の活性化を図ることを目的としてい

ます。 

 

(2) 地域ささえ愛協議会 

協議会は、任意団体で自治会連合会等の代表者など地域の総意として幅広く地域の意

見を取り入れることができる組織として、各８地域で設立した。 

 

(3) 地域ささえ愛計画 

地域ささえ愛計画は、協議会が策定する計画であって、地域のニーズや生活課題に対

応するため、地域が主体となって取り組む活動に関する計画のことをいいます。 

本計画は、協議会が行う支え合いと活気のある地域社会の形成に資する事業について、

地域振興、地域福祉、安心・安全、環境づくり及び地域個性創出の分野に関するプラン

等が掲載されるものです。 

 

(4) 対象事業 

対象事業は、原則新規事業ですが、既存事業に新たな企画を加え事業が拡充又は改善

される場合も対象（複数事業も可）となります。 

草刈り関連事業は、既存事業であっても、支え合いと活気のある地域社会の形成に資

する事業で、地域づくりを行う多様な担い手の育成及び地域活動の活性化が図られる場

合に限り、対象事業とします。 

＜対象となる事業の内容＞ 

・ 地域ささえ愛計画（地域ささえ愛計画の策定） 

・ 地域振興（地域活性化、交流促進等） 

・ 地域福祉（高齢者福祉、子育て支援等） 

・ 安心・安全（防災、防犯、交通安全等） 

・ 環境づくり（生活環境の美化等） 

・ 地域個性創出（文化・伝統行事の継承、教育等） 

・ その他住みやすい地域社会を構築するための活動に係る経費 

 

(5) 対象外事業 

・ 営利を目的とする事業 

・ 特定の個人や団体のみが利益を享受する事業 

・ 他団体への各種行事補助 

・ 協議会及び構成団体等の運営経費 

・ 全市的な計画に沿って実施すべき事業 

・ その他市長が地域づくりに適さないと判断する事業 

 



 

4 

 

協議会構成員所属団体 協議会 市 

事業費 10 割 交付金９割以内

≪事業主体≫

事業実施

自己負担又は 

事業収入１割以上 

(6) 自己負担 

対象経費の原則１割以上を自己負担（事業収入等を充てることも可） 

 

(7) 制度のイメージ 

 

    

 

 

 

 

 

 

(8) 事業収入等 

事業収入等は、自己負担部分に充当することができます。この場合において、事業収

入等が対象経費の１割を超える場合は、当該超えた部分を交付金額から控除します。 
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２．交付対象経費 

交付金の交付対象となる経費は事業の実施に直接必要な経費とし、協議会や構成団体の運

営経費は交付金の対象外経費となります。また、財産の取得に係るものや工事請負費も対象

外経費です。 

 

項目 経費の内容 
交付対象となる 

経費の上限額 

報償費 外部講師への謝礼等申請者の構成員以外の者に支払

う経費、行事参加者への賞品・参加賞 

全額 

旅費 地域ささえ愛計画の策定及び改定に係る調査、研修等

及び講師等の招へいに係る旅費 

需用費 消耗品費（各種材料費、食材費、教材、資料代等を含

む。）、燃料費、光熱水費、印刷製本費（写真現像及び

プリント代を含む。）、修繕費 

食糧費 外部講師及びボランティアスタッフの飲食代（一人１

回当たりの弁当代の上限額は1,000 円とし、一人１回

当たりの飲物代の上限額は200円とする。）。ただし、

懇親会及び慰労会の開催に係るもの並びに酒類の提

供に係るものは、交付対象外とする。 

食糧費を除く交付

対象経費の 10 分

の１ 

役務費 通信運搬費（電話代を除く。）、広告料、手数料、保険

料 

全額 

委託料 地域ささえ愛計画の策定に係るコンサルタントへの

委託及び構成員による実施が困難で外部委託するこ

とがやむを得ないもの（活動の大部分を委託すること

に係る経費は、除く。） 

使用料・賃借料 会場借上料、バス借上料、施設入場料 

備品購入費 事業の実施又は継続に必要不可欠かつ必要最小限の

備品（１件３万円以上のもの）であって、協議会での

管理が確実にできるものの購入に係る経費。ただし、

次に掲げるものの購入に係る経費は、除く。 

 ⑴ 個人の利用に留まるもの 

 ⑵ 建物と実質一体とみなせるもの（トイレ、畳、

カーテン、太陽光パネル等） 

 ⑶ 車両等登録が必要なもの 

 ⑷ 基礎工事又はアンカー工事を伴う倉庫、収納庫

及び物置 

負担金 研修参加費その他これに類するもの（地域ささえ愛計

画の策定及び改定に係るものに限る。） 

その他 その他市長が必要と認めるもの 
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３．制度上の留意点 

(1) 手続上の「協議会」の取扱い 

交付申請をはじめ各種手続については、協議会構成員所属団体（構成団体等）として

ではなく、協議会として行うことになります。 

実際には、協議会の事業を構成団体等の一部が行った場合でも、制度上の手続は、あ

くまで協議会が行うこととなります。また、協議会が複数の事業を実施する場合には、

事業ごとの個別ではなく、まとめて申請等を行います。添付資料の事業計画や収支予算

書については、事業ごとの個別のものに加え、積み上げてまとめたものも作成してくだ

さい。 

 

(2) 対象事業及び対象経費の適否に係る確認について 

   概算払後に対象外経費となり、戻入となることを防止するため、対象事業及び対象経

費の適否については、十分に確認の上、申請を行ってください。 

 

(3) 事業名の表示について 

   事業に係る印刷物、成果物、購入備品等には、本事業を活用していることの周知を図

るため、「岩国市地域ささえ愛交付金」（例）を表示してください。 

 

(4) 備品の取扱いに関する運用基準 

  ア 備品は、事業の目的に見合った必要最小限のものとします。 

  イ 備品の使用については、本交付金事業の目的に反しない限り、地域を中心に幅広い

活用を図るものとします。 

  ウ 協議会が行う事業として備品を購入する場合、所有者については、次のとおり定め

ます。 

   ① 協議会が行う事業として購入する備品は、協議会の名義とします。また、管理の

方法等については、協議会内で協議の上、決定します。 

   ② 協議会が存続する限り、協議会名義の備品とします。 

   ③ 協議会が存続しなくなる場合は、協議の上、所有者を決定します。 

  エ 購入に際して、別に管理者を設ける場合は、十分に事前調整を行うものとします。 

  オ 自動車等、登録を要する備品については、レンタルでの対応とします。 

  カ 備品の管理は、使用管理簿等を使用して適正に行うものとします。 

  キ 資産価値のある備品を売却処分する場合は、あらかじめ市長と売却による収入の取

扱い等に係る協議調整を行い、承認を受けなければならないものとします。 

  ク 耐用年数を経過した備品は、譲渡等の処分や使用について、特に、制限を設けない

ものとします。ただし、資産価値のあるものは除きます。 



 

7 

 

４．交付金計算例 

 

⑴ 事業収入なしのとき 

支出 収入 

対象経費10,000円 

交付金 10,000 円×0.9=9,000 円 

事業収入なし 

自己負担1,000 円 

対象外経費2,000 円 自己負担2,000 円 

総事業費12,000円 交付金 9,000 円、自己負担3,000円 

 

⑵ 事業収入が対象経費の１割未満のとき 

支出 収入 

対象経費10,000円 

交付金 10,000 円×0.9=9,000 円 

事業収入500円 

自己負担500円 

対象外経費2,000 円 自己負担2,000 円 

総事業費12,000円 
交付金 9,000 円、事業収入500円、 

自己負担2,500 円 

 

⑶ 事業収入が対象経費の１割のとき 

支出 収入 

対象経費10,000円 
交付金 10,000 円×0.9=9,000 円 

事業収入1,000 円 

対象外経費2,000 円 自己負担2,000 円 

総事業費12,000円 
交付金 9,000 円、事業収入1,000円、 

自己負担2,000 円 

 

⑷ 事業収入が対象経費の１割超のとき 

支出 収入 

対象経費10,000円 
交付金 10,000 円×0.9-1,000 円=8,000円 

事業収入2,000 円 

対象外経費2,000 円 自己負担2,000 円 

総事業費12,000円 
交付金 8,000 円、事業収入2,000円、 

自己負担2,000 円 
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⑸ 食糧費（交付対象経費に上限額あり）が含まれるとき 

   食糧費 2,000 円、交付対象経費の総額が10,000 円（需用費4,000 円、役務費4,000円、

備品費2,000 円）の場合 

 ※ 食糧費は、食糧費を除く交付対象経費の総額の「10 分の 1」以内が対象経費となりま

す。 

 ・交付対象経費の総額10,000 円×1/10=1,000 円 

  ⇒食糧費2,000 円のうち1,000 円が対象経費……① 

   残りの 1,000 円は対象外経費……② 

 ・需用費4,000 円、役務費4,000 円、備品費2,000 円 ⇒対象経費……③ 

 支出 収入 

対象経費11,000円……①＋③ 
交付金11,000 円×0.9=9,900 円 

自己負担11,000円-9,900 円=1,100 円 

対象外経費1,000 円……② 自己負担1,000 円 

総事業費12,000円 交付金 9,900 円、自己負担2,100円 
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５．制度上の手続き 

 

⑴ 手続きの基本的な流れ 

 

 

 

 

 

 

                       ※交付金の概算払をする場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交付金の精算（概算払の場合） 交付金の請求 

事業の実施 

概算払の請求 

交付申請（事業計画書、収支予算書等） 

実績報告（事業実績書、収支決算書等） 

交付決定 

概算払の支払い 

交付金の支払い 

交付金確定通知 

事業内容の公表 
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⑵ 交付申請について 

 ・提出書類 

  ①交付申請書（様式第１号） 

  ②事業計画書（様式第２号） 

  ③収支予算書（様式第３号） 

  ④規約等（規約及び役員名簿など） 

  ⑤地域ささえ愛計画書 

 

⑶ 実績報告について 

 ・提出書類 

  ①実績報告書（様式第９号） 

  ②事業実績書（様式第 10 号） 

  ③収支決算書（様式第３号） 

  ④領収書又は請求書の写し（レシートも可） 

   ※宛名は必ず「○○地域ささえ愛協議会」としてください。 

   ※領収書やレシート等が添付されないため、支払事実や内容等が確認できな

いものは交付対象経費に該当しません。 

  ⑤活動のパンフレット、写真等の参考資料 

 ・提出期限 

  事業が完了した日から 15 日以内又は当該年度の末日のいずれか早い期日まで 

 

⑷ 手続上の注意点 

  交付申請等における書類の作成に当たっては、本手引書の表紙下部に掲載の

「申請書提出先・問い合わせ先」まで記入内容等について、事前にご相談くださ

い。 

  事前に提出先と書類の内容確認が行われた場合であっても、審査により、訂正

や再提出をお願いする場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

事業計画が変更となる場合は、変更承認申請を行う必要があります。ただし、

交付金額総額に変更がなく、事業の目的達成に支障を来たさない軽微な変更の場

合に限り、変更承認申請の手続は必要ありません。 

※ 交付金総額に変更がある場合は、いかなる場合も変更申請が必要です。 

 

 


